
令和元年１１月第９回総会

会議の概要

議長 　定刻になりましたので、ただいまより令和元年１１月第９回総会を開会いたします。

　開会時間は午後１時３４分です。

　なお、本日の会議において、農業委員会等に関する法律第２９条により、農地利用最適化推

進委員の出席を求めています。本日は推進委員、田嶋委員から欠席の連絡をうけております。

また、議席番号４番、田下委員から１時間ほど遅刻されるとの連絡受けております。出席農業

委員は１４名中１３名で、定員数に達しておりますので総会は成立しております。出席を求め

た農地利用最適化推進委員の出席人数は８名です。

　お願い事項として、質疑等は挙手の後、許可を得て起立して、議席番号、氏名を名乗ってか

ら行うようお願いいたします。次に、携帯電話はマナーモードに設定し、緊急以外は通話しな

いことをお願いいたします。

　つづきまして日程１、議事録署名委員の指名ですが、席順により、、５番「小林堯」委員、

議席番号６番「田端龍一」委員委員にお願いいたします。

　それでは、日程に従い議事に入ります。

　日程２、議案第１号「農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承認について」

を上程いたします。

　審議の進め方について、先に委員の皆様にお諮りしたいと思います。再設定および新規共

に、地区毎に現地調査報告と質疑、採決をとる方法で議事を進めたいと思います。ただし、委

員に関係する案件については、その地区の頭で個別に審議し、残りを一括採決をとる方法で議

事を進めたいと提案します。よろしいでしょうか。

（異議なし）

議長 　承認が得られたということで、議案第１号につきましては地区ごと一括採決で進めさせてい

ただきます。

　それでは、これから審議に入りますが、今回は再設定が４８件、新規が２３件、計７１件の

申請がありましたので、土地の所在地等の説明は特に必要な場合以外は省略しても差し支えな

いと致します。

　はじめに、小川地区の再設定の案件より審議いたします。田端委員が関係する案件がありま

すのでまず申請番号２０番より審議いたします。田端委員の退出を求めます。

（田端委員退出）

議長 　それでは、申請番号２０番について事務局より説明をお願いいたします。

事務局
　議案第２号　農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の承認について「小川町長

から農用地利用集積計画について承認を求められたので、意見の決定を諮る」とのことです。

　今回ご審議いただくのは、通称「利用権」と呼ばれる期限付き賃貸借の権利設定について

で、これは農業経営基盤強化促進法という国の法律のもと、当事者より申し出がされるもので

す。市町村はこの法律に基づき、「農用地利用集積計画」というものを作成しており、利用権

はこの計画の一部です。町はこの計画を公告するために農業委員会の決定を経る必要があるた

め、今回承認を求められているものです。また、農業委員会は、担い手や土地所有者からの申

し出を受けて、農地の利用調整に努めることが求められています。

　なお、小川町では年２回この申し出を受け付けており、農業委員会では６月、１１月の案件

として審議していただきます。
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事務局 　以上を踏まえまして、議案の内容説明に入らせていただきます。

　農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、町から当委員会に、農用地利用集

積計画について承認を求められております。今回の申請の合計は、７１　件、101　筆、

121,680　㎡です。この申請に基づく権利関係者からの同意要件はすべて満たしていることを

報告します

　それでは、申請番号２０番の再設定について申請番号・譲受人・土地の所在・地目・合計面

積・利用期間・権利設定種別　の順番で読み上げます。

　（申請番号２０番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上です。

議長 　それでは、申請番号２０番について、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願い

します。

１０番安藤委員 　はい。１０番安藤がご報告します。１１月２０日農業委員４名、推進委員１名、計５名で現

地調査を行いました。

　２０番は稲刈り後の管理状態でした。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１号申請番号２０番について、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号２０番については可決、承認されました。ありがとうございまし

た。田端委員の着席を認めます。

（田端委員、着席）

議長 　つづきまして、申請番号１番から１９番について一括審議といたします。事務局より説明を

お願いいたします。

事務局 　はい。申請番号１番～１９番の再設定について読み上げます。

（申請番号１番～１９番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、小川地区再設定についての説明とさせていた

だきます。
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議長 　それでは、申請番号１番～１９番について、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告を

お願いします。

推進委員嶋田委員 　はい。推進委員嶋田が１番から７番まで報告します。１１月２０日９時から農業委員４名、

推進委員１名、計５名でで現地調査を行いました。

　申請番号１番から４番は木が生えており、耕作はされていませんでした。下刈りは年に何度

かされているらしいです。場所としても湿気地で作物を作るには適さない場所だと思います。

　５番は長ネギ、大豆、葉物が作付けされていました。

　６番、７番は草刈はしてありますが耕作されている様子はありませんでした。以上です。

１０番安藤委員 　つづきまして１０番安藤が報告します。

　８番は白菜、ネギが作付けされておりました。

　９番は大根、キャベツが作付けされておりました。

　１０番から１５番は稲が作付けされておりました。

　１６番１７番は大豆が作付けされておりました。

　１８番はネギが作付けされておりました。

　１９番は稲が作付けされておりました。以上です。

１３番内野委員 　はい。１３番内野です。

　申請番号１番から７番について補足説明させていただきます。こちらの７件は受け手が同じ

でありますが、年に１、２度下刈りをしていている様子があります。柳や桑が生えている畑と

なっています。当該地は耕作の様子が認められないため以前から指導している経過がありま

す。土地所有者としても自分では手が入れられない状況であるため、なんとか誰かに借りても

らいたいご意向を確認しています。嶋田委員の説明にもあったとおり、耕作には不向きな土地

であるため、受け手も難儀しているようです。新規就農者でもありますので、今後も指導を続

けながら、なんとかもう１回様子を見てはどうかという個人的意見です。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

２番根岸委員 　はい。

議長 　はい。根岸委員。

２番根岸委員 　２番根岸です。補足もありましたが、現状がそのような状態であるということなので今後に

対する不安があります。当初借りた状態とあまり変わりないようなので、ここで判断するのも

農業委員会の務めなのかなとも思います。以上です。

議長 　ほかになにかありますか。

（質疑なし）
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議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので採決に入ります。１番から７番については意見がありましたの

で、先に採決したいと思います。申請番号１番から７番について承認に賛成の方の挙手を求め

ます。

（賛成少数）

議長 　賛成者が５名と少数でしたので、申請番号１番から７番につきましては否決という形で町に

回答いたします。

　それではつづきまして申請番号８号～１９番について、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので小川地区再設定の申請番号８番～１９番についてはすべて可決、承認され

ました。ありがとうございました。

　つづきまして、大河地区の再設定の案件より審議いたします。関係委員はおりませんので、

一括審議といたします。申請番号２１番から２３番について事務局より説明をお願いいたしま

す。

事務局 　申請番号２１～２３番の再設定について、説明いたします。

（申請番号２１～２３番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、大河地区になります。以上、大河地区再設定についての説明とさせていた

だきます。

議長 　それでは、申請番号２１番から２３番について、調査担当区の大河地区委員より現地調査報

告をお願いします。

推進委員須澤委員 　はい。推進委員の須澤が報告します。

　１１月２１日農業委員３名、推進委員２名、計５名で現地調査を行いました。

　２１番から２３番につきまして、すべて稲刈り後管理されておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１号申請番号２１番から２３番につ

きまして、承認に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号２１番から２３番の大河地区の再設定はすべて可決承認されまし

た。ありがとうございました。

　つづきまして、竹沢地区の再設定の審議にはいります。関係委員はおりませんので、一括審

議といたします。申請番号２４番について事務局より説明をお願いいたします。

事務局 　申請番号２４番の再設定について、説明いたします。

（申請番号２４番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、竹沢地区になります。以上、竹沢地区再設定についての説明とさせていた

だきます。

議長 　それでは、申請番号２４番について、調査担当区の竹沢地区委員より現地調査報告をお願い

します。

３番原川委員 　はい。３番原川が報告いたします。

　２４番は野菜が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１号申請番号２４番について、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので竹沢地区再設定の申請番号２４番については可決、承認されました。あり

がとうございました。

　つづきまして、八和田地区の再設定の案件を審議いたします。関係委員はおりませんので、

一括審議といたします。申請番号２５番から４８番について事務局より説明をお願いいたしま

す。

事務局 　申請番号２５～４８番の再設定について、説明いたします。

（申請番号２５～４８番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、八和田地区再設定についての説明とさせて

いただきます。
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議長 　それでは、申請番号２５番から４８番について、調査担当区の八和田地区委員より現地調査

報告をお願いします。

推進委員遠藤委員 　はい。推進委員の遠藤が報告いたします。

　１１月２４日に農業委員２名、推進委員２名、計４名で現地調査を行いました。

　２５番２６番は水稲が作付けされておりました。以上です。

推進委員大塚委員 　推進委員の大塚が２７番から３８番について報告いたします。

　２７番は大根、ナス、ピーマンが作付けされておりました。

　２８番は春菊、かぶ、ホウレンソウ、チンゲン菜等が作付けされておりました。

　２９番は管理保全状態です。

　３０番は大豆が作付けされておりました。

　３１番はハーブ等が作付けされておりました。以上です。

　３２番３３番は稲作後の管理状態でした。

　３４番はブルーベリー等が作付けされておりました。

　３５番は管理保全状態です。

　３６番は麦の収穫後の管理状態でした。

　３７番３８番は稲作後の管理状態でした。以上です。

推進委員遠藤委員 　つづきまして推進委員の遠藤が報告します。

　３９番は野菜が作付けされておりました。以上です。

推進委員高橋委員 　推進委員の高橋が報告いたします。

　４０番は大豆が作付けされておりました。

　４１番は稲刈り後の管理状態でした。

　４２番は大豆が作付けされておりました。

　４３番は燕麦が作付けされておりました。

　４４番は稲作後の管理状態でした。

　４５番は管理保全状態です。

　４６番は稲作後の耕耘済みの状態でした。

　４７番は転作後の耕耘済みの状態でした。以上です。

推進委員遠藤委員 　つづきまして推進委員の遠藤が４８番を報告します。

　４８番は水稲、野菜が作付け、収穫されておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）
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議長 他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号２５番から４８番について、承認に

賛成の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですのでこれにより八和田地区再設定の申請番号１５番～４８番についてはすべて

可決、承認されました。ありがとうございました。

　つづきまして、新規設定の審議にはいります。はじめに小川地区より審議します。関係委員

はおりません。申請番号４９番について、事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号４９番の新規設定について、説明いたします。

（申請番号４９番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、小川地区になります。以上、小川地区新規設定についての説明とさせてい

ただきます

議長 　それでは申請番号４９番について、調査担当区の小川地区委員より現地調査報告をお願いし

ます。

１０番安藤委員 　１０番安藤が報告いたします。

　４９番は大豆が作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑対応）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑対応）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。議案第１号申請番号４９番について、承認

に賛成の方の挙手を求めます。

　（挙手）

議長 　全員賛成ですので小川地区新規設定の申請番号４９番については可決、承認されました。あ

りがとうございました。

　つづきまして、大河地区、竹沢地区の新規設定ですが、今回は２地区とも新規の申請があり

ませんでしたので八和田地区の新規設定の審議にはいります。

　八和田地区再設定につきましては、関係委員がいる案件より先に審議いたします。まず、申

請番号５７番５８番について審議いたしますが、私が関係している案件ですので、この審議に

つきましては議長を副会長に交代させていただきます。よろしくおねがいします。

（山田委員、退席）
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（議長交代）

議長（副会長） 　議長を交代いたします。それでは、申請番号５７番５８番について審議します。事務局より

説明をお願いします。

事務局 　申請番号５７番５８番の新規設定について、説明いたします。

（申請番号５７番５８番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、申請番号５７番５８番についての説明とさ

せていただきます。

議長（副会長） 　それでは、申請番号５７番５８番について、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告

をお願いします。

推進委員大塚委員 　推進委員の大塚が報告いたします。

　５７番５８番は稲作後の保全状態です。以上です。

議長（副会長） 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長（副会長） 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長（副会長） 他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号５７番５８番について、承認に賛成

の方の挙手を求めます。

（全員挙手）

議長（副会長） 　全員賛成ですので申請番号５７番５８番については可決、承認されました。山田委員の着席

を命じます。

（山田委員、着席）

議長（副会長） 　会長が議席に戻られましたので議長を交代いたします。

議長 　議長を交代いたします。つづきまして、申請番号７０番の審議に入ります。申請番号７０番

は推進委員の大塚委員に関係する案件ですので、大塚委員の退出を求めます。

（大塚委員、退席）

議長 　それでは、申請番号７０番について審議します。事務局より説明をお願いします。

事務局 　申請番号７０番の新規設定について、説明いたします。
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（申請番号７０番について、議案書を朗読）

事務局 　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、申請番号７０番についての説明とさせてい

ただきます。

議長 　それでは、申請番号７０番について、調査担当区の八和田地区委員より現地調査報告をお願

いします。

７番田中委員 　７番田中が報告いたします。

　７０番は稲作後の耕耘状態です。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号７０番について、承認に賛成の方の

挙手を求めます。

（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので申請番号７０番については可決、承認されました。山田委員の着席を命じ

ます。

（大塚委員、着席）

議長 　つづきまして、八和田地区新規設定の一括審議に入ります。申請番号５７番５８番７０番を

除く、５０番から７１番の説明を事務局よりお願いいたします。

事務局 　申請番号５７番５８番７０番を除く申請番号５０番から７１番の新規設定について、説明い

たします。

（申請番号５７番５８番７０番を除く申請番号５０番～７１番について、議案書を朗読）

　最後に調査区は、八和田地区になります。以上、八和田地区再設定についての説明とさせて

いただきます。

議長 　それでは、申請番号５７番５８番７０番を除く、５０番から７１番について、調査担当区の

八和田地区委員より現地調査報告をお願いします。

推進委員遠藤委員 　推進委員の遠藤が報告いたします。

　５０番から５５番は稲刈り後の管理状態です。

　５６番は保全管理状態です。以上です。
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推進委員大塚委員 　推進委員の大塚が報告いたします。

推進委員大塚委員 　５９番から６３番は稲刈り後の管理状態です。

　６４番から６６番はは大豆の収穫前でした。

　６７番は耕耘済み保全管理状態でした。

　６８番６９番は小麦収穫後の管理状態でした。以上です。

推進委員遠藤委員 　推進委員の遠藤が報告いたします。

　７１番はホウレンソウ、ナス、ブロッコリーが作付けされておりました。以上です。

議長 　それでは、質疑に入ります。まず初めに、農業委員のみなさんの質問、意見を伺います。質

問、意見のある方は挙手をお願いします。

（質疑なし）

議長 　それでは推進委員のみなさん、いかがでしょうか。

（質疑なし）

議長 　他に質疑がないようですので、採決に入ります。申請番号５７番５８番７０番を除く、５０

番から７１番について、承認に賛成の方の挙手を求めます。

　（全員挙手）

議長 　全員賛成ですので、これにより八和田地区新規設定、申請番号５０番から７１番はすべて可

決承認されました。ありがとうございました。

　以上で、今回申請のあった再設定、新規申請についてはすべて承認されました。ありがとう

ございました。

　つづきまして、日程３、報告第１号「農地法第４条第１項第７号の規定による届出につい

て」を上程いたします。今月は２件の届け出がありました。申請番号１番から順に事務局より

報告をお願いします。

事務局 　はい。事務局より報告いたします。報告第１号農地法第４条第１項第７号の規定による届出

について「申請人より農地法第４条第１項第７号の規定による届出があったので、報告する」

とのことであります。

　申請番号１番から順に報告いたします。

（申請番号１番・２番について順に読み上げる）

　以上、報告いたします。

議長 　ありがとうございました。

　つづきまして、「その他」について入ります。その他として議題として取り上げることはな

いでしょうか。

（挙手なし）
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議長
　ないようですので、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。これをもちまして令和元

年１１月第９回小川町農業委員会総会を閉会いたします。閉会時間は午後４時１７分です。
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